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令和８年度　鶴田ダム周辺施設管理作業

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鶴田ダム管理所長
佐藤　和幸
鹿児島県薩摩郡さつま町神子３９８８－２

令和　８年　４月　１日

さつま町長　上野俊市

¥１０８，０００－

¥０－

別紙のとおり



随意契約理由書 

 

 

１．委 託 件 名  令和８年度 鶴田ダム周辺施設管理作業 

 

２．履 行 場 所  鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先外 

 

３．契 約 の 相 手 方  住所：鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地１５６５番地２ 

                        名称：鹿児島県 さつま町 

 

４．随意契約適用法令  会計法第２９条の３第４項及び 

                        予算決算及び会計令第１０２条の４第三号 

 

５．当該委託の目的・内容及び契約に付する理由 

 １）当該委託の目的 

本委託は、鶴田ダム管理施設の維持管理のため、周辺施設の点検や清掃、除草等を

行い、良好な景観の維持及び適正なダム管理を行うことを目的に実施するものであ

る。 

 

 ２）業務の内容 

本委託は、鶴田ダム管理施設の維持管理のため、周辺施設の点検や清掃、除草及び

ダム貯水池に流入した流木の有効利用推進ための取り組み、一般廃棄物運搬を行うも

のである。 

 

 ３）契約に付する理由 

さつま町は公園やキャンプ場及び川内川大鶴ゆうゆう館の維持管理を行っており、

当該地域を熟知している。また、本作業をさつま町に委託することにより、利用者目

線の作業となり、充実した維持管理を実施することができる。 

あわせて、本作業によりダムに対するさらなる関心を高め、洪水時に対する防災意

識の高揚や、愛護、美化思想の普及等も期待されるなど、地域と一体となった河川管

理の実現に寄与するものである。 

委託内容については、事前に相手方と協議し同意を得ているところであり河川法９

９条の規定を根拠法令とし、本委託をさつま町に委託するものである。 

契約にあたっては、契約の相手方が一に定められ、競争性のない随意契約によらざ

るを得ないことから、会計法第２９条の３第４項、並びに予決令第１０２条の４第三

号の規定に基づき、随意契約を締結するものである。 

 

 

                   令和８年３月２４日 

                    鶴田ダム管理所 専門調査官 


